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追加で提出いただく書類はありません。はい はい
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い
い
え

令和８年度入園の入園申込は、受付で「入園願書」と「教育・保育給付認定申請書」を記入、提出をしていただければ受付可能です。
ただし、以下フローチャートの②・③に該当する方については、追加で提出していただく書類がありますので、ご確認の上、提出をお願いいたします。

令和7年1月1日時点で
宝塚市内に住民票がある

1

令和7年1月1日時点では
宝塚市内に住民票がなかった
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令和8年3月31日までに
宝塚市内に転入できる

3

令和8年3月31日までに
宝塚市内に転入できない

4

令和8年3月31日までに令和7年度課税証明書※1を提出してください。

宝塚市内へ引っ越しする際の家の契約書等の写し※2、令和7年度課税証明書※1 、
転入誓約書※3を提出してください。

一斉募集では受付できません。4月以降も随時募集※4を実施しておりますので、
住民異動の手続きが終わりましたら、学事課窓口で受付可能です。

令和８年度入園園児募集 提出書類について

書類送付先：〒665-8665 宝塚市東洋町１番１号 宝塚市教育委員会 学事課 幼稚園担当

※1 預かり保育料の階層区分を決定するために必要な書類です。令和8年3月31日までに提出が無い場合、１～４までの階層のうち、一番上の第４階層になります。
令和7年1月1日時点に住民票があった市町村から取り寄せてご提出をお願いいたします。（コピー可）

※2 契約書等の写しを申込日までに準備できない場合は、準備が出来次第ご提出ください。
※3 転入誓約書は受付に様式がありますので、申込みの際にご記入ください。
※4 希望の園に空きが無い場合、補欠での受付は可能です。
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